
 

 
 

 
 

 

 

 

 

県内幼稚園の人事担当者等を対象とした労務管理講習会を開催します 

～ 幼 稚 園 の 勤 務 環 境 改 善 に 役 立 つ 講 義 等 を 行 い ま す ～ 

 

 山梨労働局（局長 能坂正徳）では、県内幼稚園の人事担当者を対象に労働

基準法等の労働関係法令を中心とした労務管理講習会を開催します。 

労働関係法令の講義のみならず、時間外労働削減、労働時間及び作業時間、

産前産後の対応についてグループ討議を行い、各幼稚園の問題点を話し合いま

す。 

労働法の講義は県内弁護士、グループ討議は専門的な知識を有する社会保険

労務士から任用している「働き方・休み方改善コンサルタント」が行います。 

幼稚園の勤務環境改善に役立つ内容ですので是非とも御参加ください。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先）  山梨労働局労働基準部監督課（〒400-8577 甲府市丸の内 1-1-11） 

TEL 055-225-2853  FAX 055-225-2783 

担 

 

当 

山梨労働局労働基準部監督課 
監督課長   上条 訓之 
労働時間等設定改善指導官  河野 宏久 
電話     055－225－2853 

Press Release 

山 梨 労 働 局 発 表 

平成 27年 11月 6日 

■ 内容 

  Ⅰ 開会の挨拶        山梨労働局労働基準部監督課長 上条訓之  

  Ⅱ 労働法の基礎について   内田法律事務所 武藤高晴 弁護士   

  Ⅲ グループ討議       働き方・休み方改善コンサルタント 

                        ～各幼稚園の問題点を話し合いましょう～ 

       時間外労働削減、労働時間及び作業時間管理、産前産後の対応等 

Ⅳ 閉会  

               

■   会場・開催日時 

 甲府市総合市民会館 第 4会議室（甲府市青沼 3丁目 5-44） 

平成 27年 11月 11日（水）13:30～16:30 定員 48名      



県内幼稚園の人事担当者等を対象とした 
労務管理講習会を開催します

幼稚園で働く人事担当者等を対象に時間外労働削減、労働時間そ
して作業時間管理など、勤務環境改善に役立つ内容を中心とした講
義を行います。 

～プ  ロ  グ  ラ  ム～ 

13:30        Ⅰ 開会の挨拶   
        山梨労働局労働基準部監督課長 上条訓之  
                        
13:35        Ⅱ 労働法の基礎について  
          内田法律事務所 武藤高晴 弁護士 
                ※講義後・質疑応答     
              ～休 憩～      
15:05        Ⅲ グループ討議（はじめに） 
        山梨労働局労働基準部監督課 働き方・休み方改善コンサルタント 
             （休憩） 
15:15        Ⅳ グループ討議 
        山梨労働局労働基準部監督課 働き方・休み方改善コンサルタント 
        ～質問タイム。各幼稚園の問題点を話し合いましょう 
         時間外労働削減、労働時間及び作業時間管理、産前産後の対応 
16:30        Ⅵ 閉会  
 
※申込が多数の場合、先着順とさせて頂きます 

山梨労働局では長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進など仕事と生活の調和
の実現に向けて取組を推進しているところです。今般、幼稚園人事労務担当者の方々
等を対象に、労働基準法や労務管理の先行事例の紹介等を議題とした講習会を開催い
たします。 

平成27年11月11日（水） 
13:30～16:30 
 

甲府市総合市民会館第4会議室 
山梨県甲府市青沼3丁目5-44 
 
山梨県内の幼稚園の園長先生、 
人事労務担当者の方など 

日 時 

会 場 

対 象 

 （ 車 ） 甲府南ICから甲府駅・山梨県庁方面へ約20分 
 （バス）山梨交通 総合市民会館で下車 
 （電車）身延線南甲府駅徒歩15分 

  厚生労働省 山梨労働局労働基準部監督課 



 

  “仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）で 

       いきいき働き笑顔で暮らすやまなしを創ろう” 

★ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に取り組みましょう！ 

仕事と生活の調和については、平成19年12月にワーク・ライフ・バランス推進官民ト

ップ会議において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以下「憲章」

という）及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（以下「行動指針」という）が策定

されました。これを踏まえて山梨労働局では、労使、学識経験者等を参集した「やまなし仕

事と生活の調和推進会議」を設置し，平成21年2月に「仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）でいきいき働き笑顔で暮らすやまなしを創ろう」との提言を取りまとめたと

ころです。 

また、平成２２年６月には「憲章」及び「行動指針」が改定され、新たな目標も掲げられ

ました。 

健康で豊かな生活のための時間が確保できるような社会を目指して，働き方を見直し，仕

事と生活の調和の実現に向けた取組を推進しましょう。 

 

★ 『働き方・休み方改善コンサルタント』が労働時間全般の相談に応じます！ 

山梨労働局では、労働時間等の見直しや有給休暇の取得促進等に関する相談や助言を行う

ため、働き方・休み方改善コンサルタント（以下「コンサルタント」という）を配置してい

ます。電話や来庁相談に応じているほか、ご希望に応じてコンサルタントが個別に事業場を

訪問し、休日・休暇をより労働者の生活ニーズに適合したものに改善していくアドバイスや

資料提供を無料で行っています。 

コンサルタントは労働法制などに専門的な知識を有する社会保険労務士から任用されてい

ます。是非、コンサルタントを活用して、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の推進に取り組んでいただきますようご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

※ご利用希望の場合は、裏面の申込書に必要事項を記載の上、FAX等にてお申込ください。

無料です 

 

～企業が抱えるこんな悩みにコンサルタントが対応します～ 

・ 労働者の健康を確保するために、長時間労働を削減したい。 

・ 労働時間管理の具体的な方法や変形労働時間制の導入について教えてほしい。 

・ 年次有給休暇の取得率を上げたい。計画的に付与したい。 

・ 助成金（職場意識改善助成金等）について知りたい。 

・ その他、労働時間、休日等の働き方のルール（労働基準法）に関して相談したい。 



 

申込先 山梨労働局労働基準部監督課 （ＦＡＸ ０５５－２２５－２７８３） 

働き方・休み方改善コンサルタント 行 

 

 

 

 

 

働き方・休み方改善コンサルタント 

利 用 申 込 書 

 

働き方・休み方改善コンサルタントによるアドバイス等を申し込みます。 

 

事 業 場 名 
 

所 在 地 

 

 

電話    （   ）     

FAX     （   ）     

事業の種類 

（業務内容） 

 

 

労 働 者 数 

(パート等含) 

 

        人 

ご利用希望事項に○をご記入ください 

 １ 事業場個別訪問 （希望日  平成   年   月   日頃） 

 ２ 社内教育・セミナー等の講師 

 ３ 資料（パンフレット・好事例等）の提供 

４ その他（                             ） 

相談したい内容  

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

必要事項をご記入の上,ＦＡＸ・郵送等により，下記までお申込ください（利用無料）。 

 

 

山梨労働局労働基準部監督課（担当：岸田・辻野） 

〒４００－８５７７  

甲府市丸の内１－１－１１ 

TEL ０５５－２２５－２８５３ 

FAX ０５５－２２５－２７８３ 

お問合せ 

申込先 


